
雇用保険関係の申請を行う皆さまへ

2 0 2 4年4月1日から
教育訓練給付の支給申請がしやすくなります！

■ハローワークに来所せずに、支給申請の手続きが完了できます！
（教育訓練支援給付金の手続きは除きます。）

・都道府県労働局・ハローワーク LL060328保01

■受給資格の確認や支給申請の際に必要な書類については、
こちらのチェックリストをご参照ください。
特定一般：https://www.mhlw.go.jp/content/001235025.pdf
専門実践： https://www.mhlw.go.jp/content/001235027.pdf

e -Gov電子申請：https://shinsei.e-gov.go.jp/ e-Gov電子申請

2 0 2 4年４月1日から、必要書類の提出期限が「受講を開始する日の原則２週間前
まで」に緩和されます※。

これまでは、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受給資格確認に
ついては、訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで、受講を開始する日の
原則１か月前までに必要書類をハローワークに提出する必要がありました。
※ 教育訓練支援給付金の受給資格確認の提出期限についても、同様に受講を開始する日の
「原則１か月前」から「原則２週間前」までとなります。

「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の
受講前の必要書類の提出期限を緩和します。

・特定一般教育訓練または専門実践教育訓練を受講予定の方は、受講する前に、訓練対応
キャリアコンサルタントから、就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する
事項について訓練前キャリアコンサルティングを受け、「ジョブ・カード」を作成する必
要があります※。

・訓練前キャリアコンサルティングを希望する場合は、お住まいを管轄するハローワーク
にお問い合わせください。
※「ジョブ・カード」は受給資格の確認を受ける際に必要になります。訓練前キャリアコンサルティングを
受けるには事前の予約が必要な場合もありますので、余裕を持ってハローワークまたはキャリア形成・リ
スキリング相談コーナーへお問合せください。

訓練前キャリアコンサルティングについて

特定一般 専門実践

■キャリア形成・リスキリング相談コーナーへの御予約・お問合せは
こちらからお申し込みください。

リスキル事業
キャリア形成・リスキリング推進事業：https://carigaku.mhlw.go.jp


